
日本遺伝子細胞治療学会規則第 7号（理事会規則） 

 

（目的） 

第１条 この規則は、この法人（以下「本法人」と略す。）定款第 27 条、第 28 条及び第 29

条に基づき、理事会に関する組織・運営等について定め、理事会の円滑な運営を図る

ことを目的とする。 

 

（副理事長） 

第２条 理事会に、副理事長をおくことができる。 

（1）理事長が、その業務を補佐させるため、必要と認めたとき 

（2）理事長は、理事の中から 4 名以内を副理事長に指名する。 

（3）理事長は、前号の指名につき、理事会の承認を受けるものとする。 

 

（理事会の開催） 

第３条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合には開催する。 

（1）理事長が必要と認めたとき 

（2）理事長以外の理事から、理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事

会の招集の請求があったとき 

（3）前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が召

集したとき 

（4）不正行為若しくはそのおそれ、法令又は定款に違反する事実若しくは著しく不当

な事実があるとして監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき 

 

（理事会の招集） 

第４条 理事会は、前条第 3 号及び第 4 号後段による場合を除き、理事長がこれを招集する。 

２ 理事長は、前条第 2 号又は第 4 号前段に該当する場合は、その日から 2 週間以内に理

事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

て、開催日の 1 週間前までに、各理事，各監事及び会長等に対してその通知を発しな

ければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の

手続きを経ることなく開催することができる。 



 

（理事会の開閉） 

第５条 理事会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。 

2 理事会の議長は、第 3 条第 1 号、第 2 号又は第 4 号前段により召集された場合は理事

長が、第 3 号により招集されたときは招集した理事が、第 4 号後段により招集された

ときは監事が務める。 

3 理事会は、総理事の半数以上の出席（委任状を含む）をもって成立とする。 

 

（議長の職務） 

第６条 議長は、議事日程に従い、議事を円滑に進行せしめるとともに、議場の秩序を確立し、

かつ，これを維持しなければならない。 

２ 議長は、理事の発言を不当に制限してはならない。 

 

（議案の説明） 

第７条 議案の説明については、提案者がこれをすべて執り行うものとする。ただし、必要があ

る場合は、本法人事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとす

る。 

 

（報告事項） 

第８条 理事は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。 

２ やむを得ない理由のために当該理事会に出席できない理事は、あらかじめ理事会に対し

て自己の職務に係る報告書を書面により提出しなければならない。この場合には、理事

会の議長が、当該欠席理事に代わって、提出された報告書に基づいて報告する。 

３ 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき

は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、前項の報告についてはこの

限りでない。 

４ 次に掲げる取引をしようとする理事は、事前に総会において、当該取引についての重要

な事実を開示し、その承認を受けることのほかに、当該取引後、遅滞なく、同様の重要

な事実を理事会に報告しなければならない。 

（1）理事自身又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引 

（2）理事自身又は第三者のためにする本法人との取引 

（3）本法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本法人



と当該理事との利益が相反する取引 

 

（動議の提出） 

第９条 出席した理事は、議事日程を妨げない限り、いつでも動議を議長に提出できる。 

２ 前項の動議が提出されたときは、議長は、これを議案に供するか否かを議場に諮らなけ

ればならない。 

 

（議案、動議の再提出の禁止） 

第 10 条 否決または撤回された議案及び動議は、同一理事会において再び提出することができな

い。 

 

（委員会付議） 

第 11 条 理事会で必要と認めるときは、議長は議場に諮り、委員を選任し、委員会に議案を付託

して審議させることができる。 

２ 前項による委員の選任方法は、議長がその都度理事会に諮って決定する。 

３ 議長は、委員をして、付託した議案について審議の結果を報告させた後、採決する。 

 

（採 決） 

第 12 条 出席した理事は、必ず採決に加わらなければならない。ただし、特別の利害関係を有す

る理事は、その採決に加わることができない。 

２ 前項ただし書きの場合は、議長は当該理事に対し、その議事が終了するまで退場させる

ことができる。 

3 採決に加わった理事のうち、白票等無効票を除いた投票の過半数の賛成をもって理事会

の決議とする。 

 

（採決の方法） 

第 13 条 採決は、次のいずれかの方法によるものとする。 

(1) 挙手 （電磁的挙手を含む） 

(2) 起立 

(3) 投票（電磁的投票を含む） 

２ 挙手及び起立は、賛成者及び反対者について行う。 

３ 投票は、本法人指定の用紙又は適切な電磁的方法を用いて行う。 

 



（規則の変更） 

第 14 条 この規則の変更を必要とする場合は、理事会の決議を経て、定めるものとする。 

 

附 則 

１ この規則は、令和 4 年１月 1 日から施行する。 

 


